
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい下記の�～ʙの世帯に対して、5
万円を給付します。

　11月14日㈪から順次お送りする「支給要件確認
書」を同封の返信用封筒で提出してください。
※令和4年6月2日以降に転入や世帯員に異動があっ
　た世帯は、課税状況の確認に時間がかかるため、確
　認書をお送りするのが遅れる場合があります。

　申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書に必要
事項を記入し、必要書類を添付のうえ、社会福祉課に
郵送または持参してください。
※申請書等は、11月14日㈪以降に市ホームページか
　らダウンロードできるほか、社会福祉課で配布し
　ています。

　令和4年1月1日時点で住民票があった市町村で令
和3年中の所得の申告をしてください。
　申告の結果、世帯全員の住民税均等割が非課税と
なった場合は、給付対象となりますので、申請書に必
要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、社会福祉課
に郵送または持参してください。
　申請書等は、11月14日㈪以降に市ホームページか
らダウンロードできるほか、社会福祉課で配布して
います。

　1世帯あたり　5万円
　※給付は1世帯1回のみです。

　申請から、3～4週間後
　※振込日を記載した決定通知書をお送りします。

　■�に該当する世帯
　　「支給要件確認書」の発行日から3か月を経過する
　　日または令和5年2月28日㈫のいずれか早い日

　■�-2に該当する世帯
　　令和5年2月28日㈫

　■ʙに該当する世帯
　　令和5年1月31日㈫

　加東市役所1階　社会福祉課
　〒673-1493　加東市社50

　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コール
　センター　☎43-0584
　〈受付時間〉 月曜日～金曜日　8時30分～17時15分
　　　　　　 ※祝日を除く

　加東市では、抗がん剤や放射線治療による脱毛や手術療法による乳房切除など、がんの治療に伴う外見(アピアラン
ス)の変化により社会参加への不安を持つ方に、医療用ウィッグや乳房補助具の購入費用を助成しています。

　下記の♳～♷の全てに該当する方
　　♳申請日時点で加東市に住民登録がある方 
　　♴がんと診断され、その治療を受けたまたは現に
　　　受けている方
　　♵対象補正具を令和4年4月1日以降に購入した方
　　♶過去に県内市町から同種の補助を受けていな
　　　い方
　　♷対象となる年の所得額が400万円未満の方

　　　【未成年の方】 生計を一にする親権者全員の所
　　　　　　　　　  得額の合計
　　　【成年かつ未婚の方】 本人の所得額
　　　【既婚の方】 本人と配偶者の所得額の合計

　必要書類を健康課に持参

　□申請書(市ホームページからダウンロード)
　□がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書等
　□下記の必要情報が記載されている領収書
　　■助成対象者または申請者の氏名　■購入年月日
　　■品名　■補正具の種類　■金額　■台数
　　〈医療用ウィッグの場合〉
　　　■医療用であることの記載
　　〈乳房補正具の場合〉
　　　■補正下着または人工乳房であることの記載
　□令和3年分の所得額を証明する書類の写し

がん治療による脱毛に対応する
ため、一時的に着用する医療用の
もの(毛付き帽子、医療用帽子、装
着時に皮膚を保護するネットを
含む)
※1人1台のみ

外科的治療等による
乳房の形の変化に対
応するための補正下
着(下着とともに使用
するパッド含む)

乳房再建術等により
体内に埋め込まれた
ものを除く
※両側乳がんを除き、
　1人1台のみ

※付属品やケア用品、購入にかかった送料等は対象外です。
※補正具の区分ごとにそれぞれ1回のみ助成します。

　【令和4年4月～12月に購入】 令和5年3月31日まで
　【令和5年1月～3月に購入】 購入日の翌日から90日以内

㉄健康福祉部健康課(庁舎2階)
　☎43-0435

広報かとう
令和4年11月号

広報かとう
令和4年11月号

◆患者さんが安心して受診・入院していただけるように、新型コロナウ
イルス感染防止の取り組みを行っております。

◆当院では、新型コロナウイルスの迅速抗原検査およびPCR検査を
行っております。自由診療でのPCR検査も可能です（最短で当日
中の結果報告が可能）。詳しいことは、電話にてお問い合わせくだ
さい。

HP:http://www.mayflower-hp.jp/ 　E-mail:info@mayflower-hp.jp
〒673-1462 兵庫県加東市藤田944番地25　Tel：0795-42-8851（代）


